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高齢者が安心して住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域に根ざした総合相談窓口として、
  在宅介護・地域包括支援センター   を設置しています。高齢者に関するお悩みやお困りごとは、お住まいの
地域の在宅介護・地域包括支援センターへご相談ください。

相談窓口

※❸高齢者総合センターは大規模改修工事のため、令和６年７月中旬から令和７年７月中旬まで仮設施設（中町２丁目15番14号）に移転予定です

武蔵野市健康福祉部高齢者支援課
〒180-8777　武蔵野市緑町２-２-28
ＦＡＸ：0422-51-9218
e-mail：SEC-KOUREI@city.musashino.lg.jp

市の高齢者サービスに関すること 相談支援係
高齢者福祉及び介護保険制度に関すること 相談窓口内　容

問い
合わせ

電話番号

要介護（要支援）認定に関すること 介護認定係

介護保険係

上記以外に関すること 管　理　係

介護保険料、介護保険サービス
利用料等に関すること

介護保険サービスの利用や
サービス提供事業者に関すること

介護保険係
（介護サービス担当）

TEL：60-1846

TEL：60-1866

TEL：60-1845

TEL：60-1940
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❶ゆとりえ
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（社会福祉法人 武蔵野）

吉祥寺南町４丁目25番５号
TEL：0422-72-0313

吉祥寺本町４丁目20番13号
TEL：0422-23-1213

緑町２丁目４番１号
TEL：0422-51-1974

吉祥寺北町２丁目９番２号
TEL：0422-20-0847
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TEL：0422-36-5133
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緑町２丁目２番28号（市役所内）
TEL：0422-60-1947
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❺桜堤ケアハウス
在宅介護・地域包括支援センター
（社会祉福法人 武蔵野）

❻武蔵野赤十字
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住所・電話番号 受付時間
•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は「特別養護老人ホームゆとりえ」に転送され
電話相談になります。

•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は携帯電話に転送され電話相談になります。

•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は携帯電話に転送され電話相談になります。

•月曜日～土曜日
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ホーム」に転送され電話相談になリます。
•月曜日～土曜日
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上記時間外は「特別養護老人ホームゆとりえ」に転送され
電話相談になります。

•月曜日～土曜日
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上記時間外は携帯電話に転送され電話相談になります。

•月曜日～金曜日
•午前８時30分～午後５時
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令和６（2024）年３月
武蔵野市

武蔵野市
高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画

概要版

令和６（2024）年度～令和８（2026）年度

地域包括ケアの
推進・強化に向けて

まちぐるみの支え合い



2 3

武蔵野市では

いつまでもいきいきと健康に

ひとり暮らしでも

認知症になっても

中・重度の
要介護状態になっても

誰もが
住み慣れた地域で
生活を継続できる

医医療療とと介介護護のの連連携携

高高齢齢者者をを支支ええるる人人材材のの確確保保・・育育成成

武蔵野市第六期長期計画・調整計画の重点施策として「地域共生社会」を推進していることを踏まえ、
本計画では、「武蔵野市ならではの地域共生社会の実現」を基本理念とします。これまでどおり、認知症や中・
重度の要介護状態になっても、住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることが
出来るよう高齢者の尊厳を尊重し、“誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる”ことを基本目標とします。
また、“まちぐるみの支え合いの仕組みづくり”を基本方針とし、基本目標の実現のために必要な人材の確保
や医療と介護の連携を引き続き強化していきます。

各アンケート調査結果及び第８期計画期間中の取組みの評価・検証等を踏まえ、本計画策定にあたり
重要となる視点を整理し、その視点を踏まえて検討した重点的取組みは以下のとおりです。

•フレイル予防のためのイベント等に多くの高齢者の参加を促し、「健康
長寿のまち武蔵野」を推進するため、これまで本市で行われてきた市
民主体の活動に加えて、民間企業やＮＰＯ等との連携、デジタル技術
の活用等により、フレイル予防事業の実施数の増加及び内容の多様
化を目指す取組みを進めていきます。

１－１： 民間企業等との連携、
 デジタル技術の活用等による
 フレイル予防事業の推進

•認知症になっても本人・家族が地域で安心して暮らすことができ、認
知症のある人を含めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発
揮する機会を提供できるよう、認知症サポーター等による「チームオレ
ンジ」を主体とした支援体制をつくります。

３－１： 「チームオレンジ」を主体と
 した支援体制づくり

•加齢とともに聴力が低下しても、住み慣れた地域で、その人らしい日
常生活の継続を支援するため、聴こえの問題への支援を行います。

１－２： 聴こえの問題への支援

•高齢者安心コール事業や配食サービス等の生活支援サービスについ
て、必要とする人が適切な支援を受けられるよう、効果的な周知の方
法や、対象要件や市民ニーズに合わせた事業内容の見直しなどを検
討します。

２－１： 既存の市単独サービスの
 利用促進

•高齢者の見守り方法について、デジタル技術を活用した効率的かつ効
果的な方法を検討します。

２－２： 高齢者見守りサービス等の
 検討

•認知症高齢者見守り支援事業について、改めて市民及びケアマネ
ジャー等に事業の趣旨を周知し、事業の利用を促進します。

３－２： 認知症高齢者見守り支援
 事業の利用促進

•中・重度の要介護状態になっても在宅生活を継続できるよう、市有地
を活用した看護小規模多機能型居宅介護の整備を進めます。

４－２： 市有地活用による看護小規模
 多機能型居宅介護の整備

•「武蔵野市介護職・看護職Ｒｅスタート支援金」を一層活用してもらう
ため、広範囲への周知を図ります。

６－２： 介護職・看護職Reスタート
 支援金の継続

•生産性向上と働きやすい職場づくりに取り組む先進的な事例の共有
により、各事業者における取組みの促進を図ります。

６－３： 介護現場の生産性向上の
 取組み

•武蔵野市住宅改修・福祉用具相談支援センターの排泄ケア専門員と
の連携を図り、排泄ケアに関する啓発及び相談を推進します。

４－１： 武蔵野市住宅改修・福祉
 用具相談支援センターとの
 連携の推進

•今後も様々な機会を通じて、地域包括ケア人材育成センターの認知
度・活用度を高め、研修事業や相談事業等、人材の確保及び定着のた
めの取組みを推進します。

６－１： 地域包括ケア人材育成セン
 ターによる総合的な人材
 確保・育成事業の充実

•ライフサイクルの中で起こりうる、医療と介護の連携が特に重要とさ
れる場面を意識しながら、切れ目のない医療と介護の連携体制の構
築をさらに進めていきます。
•「アドバンス・ケア・プランニング（ＡＣＰ）」やエンディング支援事業に
ついて、市民への普及・啓発を進めます。

５－１： 医療と介護の連携の推進

これからも、いつまでもいきいきと健康に、ひとり暮らしでも、認知症になっても、中・重度の要介護状態に
なっても、すべての市民がその年齢、状態、国籍に関わらず、すなわち誰もが住み慣れた地域で生活できるま
ちづくりを着実に進め、「武蔵野市ならではの地域共生社会」を実現し、維持していきます。また、高齢者の生
活を支える人材の確保と育成、高齢者のライフサイクルの各所で必要となる医療と介護の連携に重点的に
取り組み、引き続きまちぐるみの支え合いの基盤を強化していきます。

計画期間は令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間ですが、地域包括ケアシステム
及び地域共生社会の実現のため、令和22（2040）年までの中長期的な武蔵野市の高齢者の生活をイメー
ジして作成しています。

基本理念：武蔵野市ならではの地域共生社会の実現
基本目標：誰もが住み慣れた地域で生活を継続できる
基本方針：まちぐるみの支え合いの仕組みづくり

基本方針　まちぐるみの支え合いの仕組みづくり （36頁）

計画期間 （３頁）

【図表40　武蔵野市が目指す“高齢者の姿とまちづくり”】（36頁）

１　本計画の基本的な考え方 （33～35頁） ２　重点的取組み （37～67頁）
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３　施策体系と具体的な個別施策 （68～87頁）

【図表71　武蔵野市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画における施策体系】（68、69頁）
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【図表71　武蔵野市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画における施策体系】（68、69頁）
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今後、さらに多くの高齢者の参加を促し、「健康長寿のまち武蔵野」を推進するため、これまで本市で行わ
れてきた市民主体の活動に加えて、民間企業やＮＰＯ等との連携、デジタル技術の活用等により、フレイル予
防事業の実施数の増加及び内容の多様化を目指す取組みを進めていきます。

高齢者が自ら健康でありつづけるための取組みへの支援（セルフケアの支援） （70、71 頁）

【図表43　シニアのためのオンライン体験教室　～LINEとZoomの使い方～】（40頁）

「健康長寿のまち武蔵野」の推進
個人宅・団地集会室などで、週１回２時間程度、介護予防

のための健康体操や様々なプログラムを実施する、地域住民
等が運営する通いの場です。
「近所、支え合い、健康づくり」により介護予防及び健康寿
命の延伸を図るいきいきサロンについて、各丁目への設置を
最終的な目標として拡充していきます。

武蔵野市ならではの互助・共助の取組みの推進 （72、73頁）

いきいきサロンの拡充

週５～６日、昼食や趣味活動（体操・コーラス・絵手紙・健
康麻雀など）のミニデイサービスのほか、世代間交流など施設
ごとに特色ある事業を展開しています。
利用者の社会参加、地域の住民（団体）による運営、空き家

の有効活用など、「身近で、小規模で、軽快なフットワーク」で
実施するテンミリオンハウス事業を推進するため、空白地域の
事業実施場所の確保等の課題解消に向け、引き続き検討を進
めます。

テンミリオンハウス事業の推進

バスやタクシーなどの公共交通機関を利用することが困難
な高齢者や障害のある方の外出を支援するための移送サービ
ス事業です。地域のボランティアが福祉型軽自動車（レモン
キャブ）を運転し、地域を支えるサービスを提供しています。
新たな予約・運行管理や予約方法、高齢者の移動手段の総

合的な情報提供の仕組みの検討を行い、運行管理者の負担
軽減とサービスの向上を図ります。

移送サービス（レモンキャブ）事業の推進

難聴の有病率は、60～64歳までは年齢とともに徐々に増加し、65歳以上で急増しますが、ある研究では
日常生活に支障をきたす程度の聴力障害（＞40㏈）のある方（954名）の約６割が補聴器を使用していない
ことが明らかにされています。
そこで、本市は、令和５（2023）年健康長寿のまち武蔵野推進月間にフレイル予防という視点から「耳から

始めるフレイル予防 ～講座「補聴器の適切な購入と活用方法」～」を開催しました。加齢とともに聴力が低下
しても、住み慣れた地域で、その人らしい日常生活の継続を支援するため、聴こえの問題への支援を行います。

【図表44　地域住民を対象に調査して得られた難聴有病率】（41頁）

聴こえの支援事業の検討

出典：内田育恵ら「全国高齢難聴者数推計と10年後の年齢別難聴発症率－老化に関する長期縦断疫学研究（NILS-LSA）」を基に作成
（https://www.jstage.jst.go.jp/article/geriatrics/49/2/49_222/_pdf）

市ホームページはこちら→

市ホームページはこちら→

市ホームページはこちら→
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klmn^o:?pq^rs^tuv^wxvyz{|}~�0 +,+, /^ÄÅÇÉÑ2'
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市ホームページはこちら→

本市では、令和４（2022）年７月より、「認知症サポーター養成講座」及び「認知症サポーターステップアッ
プ講座」の受講者とともに「認知症サポーターズミーティング」を実施し、チームオレンジの立ち上げを視野に
入れた活動を開始しました。
同年には、市主催で初めて「認知症カフェ」（ほっとサロン武蔵野）を開催しました。認知症のある人や関わ

る方、地域の皆様、認知症について知りたい方などが誰でも自由に集い、気兼ねのないおしゃべりを楽しみな
がら交流するサロンで、運営は認知症サポーターステップアップ講座を修了したボランティアが行います。
また、令和５（2023）年度から、認知症のある人もそうでない人も参加できる「グリーンカーテン」（日よけ

のためにゴーヤなどをカーテン状に育てるために水やりなどを行う事業）を市役所１階正面玄関で開始し、
認知症のある人も参加しました。
本計画期間中に、認知症になっても本人・家族が地域で安心して暮らすことができ、認知症のある人を含

めた市民一人ひとりがその個性と能力を十分に発揮する機会を提供できるよう内容の充実等を図ります。

認知症高齢者とその家族を支える取組み （78、79頁）

【図表54　認知症カフェ「ほっとサロン武蔵野」「グリーンカーテン」】（52頁）

チームオレンジを主体とした支援体制づくりの推進

今後、同事業を一層活用してもらうため、広範囲への周知を図ります。さらなる人材発掘や資格を生かした
活躍ができるよう必要な支援を行います。

【図表65　介護職・看護職Ｒｅスタート支援金の概要】（62頁）

介護職・看護職Ｒｅスタート支援金事業の継続

認知症高齢者見守り支援事業では、介護保険の給付対象とならない、例えば公園への散歩の付き添いな
どの支援により、不安症状が強く家に閉じこもりがちであった方が少しずつ外出ができるようになり、その
間、ご家族は自分の時間がもてるようになるなどの、認知症高齢者の在宅生活の質の向上と、認知症高齢者
を介護している家族の身体的・精神的負担の軽減を図ることを目的とする支援を行っています。
認知症のある人の在宅生活の継続にあたり、「認知症高齢者見守り支援事業」の利用状況の分析を行い、

本人・家族介護者のニーズの把握に努めます。本人の生活の質の維持・向上及び家族介護者の負担軽減の
ため、事業の充実を図ります。

認知症のある人の生活を支えるサービスの充実

今後も様々な機会を通じて、地域包括ケア人材育成センターの認知度・活用度を高め、研修事業や相談事
業等、人材の確保及び定着のための取組みを推進します。
オンライン研修など介護従事者がアプローチしやすい事業実施を検討するほか、介護の仕事に関する啓

発事業についても継続して実施します。

最大の課題である介護人材の確保に向けた取組み （85、86頁）

地域包括ケア人材育成センターによる、総合的な人材確保・育成事業の充実

かすの推進
人材育成事業
潜在的人材を活用し、
2025・2040年に備えます。

活

なぐ の推進
就職支援事業
人それぞれに合った仕事、
事業所が見つかるよう支援します。

つ

てるの推進
研修・相談事業
質の高いサービスを目指した
研修と従事者相談を行います。

育

える の推進
事業者・団体支援事業
市内の事業者・団体の経営と
運営を支援します。

支

介護人材・福祉人材の養成、質の向上、
相談受付、情報提供、事業所・団体支援まで

※地域包括ケア人材育成センター・ホームページを加工

 

  

介護施設等の人材確保が一層懸念されることから、市内の介護施設等に就職し、

継続して６か月以上の勤務が見込まれる常勤職員を対象として、支援金を支給。 

令和４年度から、より多くの方に市内事業所で働いていただけるよう、対象とな

る事業所や資格を拡充し、非常勤職員（有資格者）も対象に加えて事業を継続して

いる。 

【支給金額】 

資格を有する常勤職員：15万円 

資格を有する非常勤職員・資格を有しない常勤職員：５万円 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

介護サービス 

（件） 

51 

(うち資格を有さない 11) 

43 

(うち資格を有さない 12) 

23 

(うち資格を有さない５) 

障害福祉サービス 

（件） 

５ 

(うち資格を有さない２) 

２ 

(うち資格を有さない０) 

17 

(うち資格を有さない９) 

総支給件数・金額 56件 7,100,000円 45件 5,550,000円 40件 4,400,000円 
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市ホームページはこちら→
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本人・家族介護者のニーズの把握に努めます。本人の生活の質の維持・向上及び家族介護者の負担軽減の
ため、事業の充実を図ります。

認知症のある人の生活を支えるサービスの充実

今後も様々な機会を通じて、地域包括ケア人材育成センターの認知度・活用度を高め、研修事業や相談事
業等、人材の確保及び定着のための取組みを推進します。
オンライン研修など介護従事者がアプローチしやすい事業実施を検討するほか、介護の仕事に関する啓

発事業についても継続して実施します。

最大の課題である介護人材の確保に向けた取組み （85、86頁）

地域包括ケア人材育成センターによる、総合的な人材確保・育成事業の充実

かすの推進
人材育成事業
潜在的人材を活用し、
2025・2040年に備えます。

活

なぐ の推進
就職支援事業
人それぞれに合った仕事、
事業所が見つかるよう支援します。

つ

てるの推進
研修・相談事業
質の高いサービスを目指した
研修と従事者相談を行います。

育

える の推進
事業者・団体支援事業
市内の事業者・団体の経営と
運営を支援します。

支

介護人材・福祉人材の養成、質の向上、
相談受付、情報提供、事業所・団体支援まで

※地域包括ケア人材育成センター・ホームページを加工

 

  

介護施設等の人材確保が一層懸念されることから、市内の介護施設等に就職し、

継続して６か月以上の勤務が見込まれる常勤職員を対象として、支援金を支給。 

令和４年度から、より多くの方に市内事業所で働いていただけるよう、対象とな

る事業所や資格を拡充し、非常勤職員（有資格者）も対象に加えて事業を継続して

いる。 

【支給金額】 

資格を有する常勤職員：15万円 

資格を有する非常勤職員・資格を有しない常勤職員：５万円 

 

年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

介護サービス 

（件） 

51 

(うち資格を有さない 11) 

43 

(うち資格を有さない 12) 

23 

(うち資格を有さない５) 

障害福祉サービス 

（件） 

５ 

(うち資格を有さない２) 

２ 

(うち資格を有さない０) 

17 

(うち資格を有さない９) 

総支給件数・金額 56件 7,100,000円 45件 5,550,000円 40件 4,400,000円 
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出典：福祉公社通信「羅針盤（令和２（2020）年４月）」

介護や看護に従事する方々が誇りとやりがいをもって働き続けることを目的に開催されています。デジタル
技術の活用による業務改善や業務内容の可視化等を通じて、生産性向上と働きやすい職場づくりに取り組
む事例の発表も行われています。これらの先進的な事例の共有により、各事業者における取組みの促進を図
ります。
テンミリオンハウスやいきいきサロンなどの地域の支え合いの活動をしている方々も参加し、介護・看護の

専門職だけでなく、地域住民参加による文字どおりの「まちぐるみの支え合い」を推進します。

【図表66　ケアリンピック武蔵野における生産性向上の取組みの発表】（63頁）

【図表102　要支援・要介護認定者数の推計（令和５（2023）年度～令和32（2050）年度）】（122頁）

【図表59　市有地活用による看護小規模多機能型居宅介護
事業所のイメージ】（56頁）

ケアリンピック武蔵野の開催

中・重度の要介護者が在宅生活
を継続するために看護小規模多機
能型居宅介護（登録定員29名）の
整備を推進します。地価の高さや市
域の狭さ等の課題へ対応するた
め、吉祥寺南町３丁目市有地を活
用し、市独自のインフラ要綱に基づ
き土地貸付料の減額を行い、整備
を促進します。

高まる医療ケアのニーズに対応した多機能なサービスと施設の充実 （87頁）

市有地活用による看護小規模多機能型居宅介護の整備

第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定の割合20.8% （93、94、121、122頁）

第９期介護保険事業計画の策定にあたっては、
①団塊の世代が全員75歳以上となる令和７（2025）年を迎えること。
②高齢者人口がピークを迎える令和22（2040）年に向け、85歳以上人口が増大し、医療・介護双方の
ニーズを有する高齢者など、様々なニーズのある要介護高齢者が増加すること。

③要介護高齢者の増加に対し、生産年齢人口の減少が見込まれていること。
④不足する介護人材の確保と、定着に関する取組みが求められること。
⑤現有する介護力の効率的運用を意識し、介護現場の生産性を高める必要があること。

上記５点に対応すべく、環境及びサービス基盤を整備しなければなりません。ただし、高齢者人口の増加
に伴い、今後も介護給付費の上昇が見込まれるため、給付と保険料のバランスに配慮し、効率的・効果的に
サービス提供基盤を整備していく必要があります。そのため、第９期介護保険事業計画期間においては、現
状のサービス水準を維持しつつ、高まる医療ケアのニーズに対応する看護小規模多機能型居宅介護事業所
１か所、サービス利用形態のさらなる多様化に対応する小規模多機能型居宅介護事業所１か所、認知症高
齢者のさらなる増加に対応する認知症対応型共同生活介護事業所１か所の開設を見込みます。

■第１号被保険者数に占める要支援・要介護認定者数の割合（65歳以上）は、令和５（2023）年10月1日
現在、20.8％となっています。

■要支援・要介護認定者数は、令和８（2026）年度には7,644人となる見込みであり、令和５（2023）年度
と比較すると、7.4％の増加が見込まれています。

■要支援・要介護認定者数の大幅な増加に備え、まちぐるみの支え合いの仕組みづくりを強化します。

４　第９期介護保険事業計画のポイント （88、115、116頁）

５　本市の介護保険の特徴 （92～125頁）

図表x_認定者推計(R5~R32の男女別・年齢別平均認定率）
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　第９期介護保険事業で必要な介護サービス等の費用

 　介護給付費 37,713,516 千円

 　地域支援事業費 1,016,674 千円

 　合計 38,730,189 千円

※千円未満の端数処理のため、数値が合致しないことがあります。

第２号被保険者

（40～64歳）

27.0%

第１号被保険者

（65歳以上）

23.0%

国

（20.0％＋5.0％

（※））

25.0%

東京都

12.5%

武蔵野市

12.5%

保険料

50.0％
公費

50.0％

居宅サービス費

22,325,463千円

地域密着型サービス費

2,594,363千円

施設サービス費

10,625,424千円

特定入所者介護サービス費

高額介護サービス費等

2,168,266千円

地域支援事業費

1,016,674千円

・国負担のうち、５％（※）は普通調整交付金

として、各市区町村の後期高齢者人口や所得分

布に応じた割合の金額が交付されます。

・施設サービスや地域支援事業は財源構成の負

担割合が一部異なります。

出典：地域包括ケア「見える化システム」指標D６

給付費と保険料（基準月額・実質保険料）の推移

※平成12年度～令和４年度給付費は決算額、令和５年度は当初予算額、令和６～８年度は計画値。
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6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

給付費等 保険料基準額（月額） 実質保険料額（月額）

保険料（単位：円）給付費（単位：千円）

全国
東京都

武蔵野市

千代田区

中央区 港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区大田区

世田谷区

渋谷区

中野区 杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市
東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市
多摩市

稲城市

羽村市 あきる野市

西東京市

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500

施設及び居住系サービス給付月額(円)
（時点）令和４（2022）年
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和３,４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

東京都

在宅サービス 13,052円

施設及び居住系サービス 11,260円

在
宅
サ
�
ビ
ス
給
付
月
額(

円)

武蔵野市

在宅サービス 12,880円

施設及び居住系サービス 13,336円

全国

在宅サービス 12,391円

施設及び居住系サービス 10,930円

【図表111　給付費と保険料の推移】（130頁）

保険料基準額（月額）が変わります
第９期の介護保険料は、介護報酬改定（+1.59％）、国からの調整交付金交付割合の減少、第９期中の基

盤整備による影響、および認定者数の増加に伴う給付費の自然増などにより、保険料基準額は7,324円に
上昇します（第８期比＋1,084円）。この上昇を抑制するため、介護給付費等準備基金を９億6,248万８千
円取り崩すことにより、第１号被保険者の保険料負担分を可能な限り軽減し、6,600円としました。

【図表78　第１号被保険者１人当たり給付月額（令和４（2022)年時点）】（99頁）

【図表99　介護保険の財源構成】（118頁）

在宅サービス・施設及び居住系サービスともに全国平均を上回っています （99頁）

（126～130頁）

介護保険の財源構成 （116～118頁）

■本市は、在宅サービス、施設及び居住系サービスともに全国平均を上回る「在宅大、施設及び居住系大」の
エリアに位置します。地域包括ケアシステム推進のため在宅重視の施策を推進してきた成果とともに、これ
までの施設整備によって施設サービスが充実していることを示しています。在宅サービス、施設及び居住系
サービスともに利用が活発であることが本市の特徴です。

■第９期でも、在宅と施設のバランスに考慮しながら、多機能な中・重度要介護者向けサービスを充実して
いきます。

低所得者等への対応と所得段階 （134～136頁）

■第１段階（生活保護受給者等）から第４段階（住民税非課税世帯）の方の保険料については、国の示す公
費軽減割合以上の乗率の引下げを行い、第８期からの据え置きとし、所得の低い方の負担に配慮した保
険料設定としています。

■第５段階（住民税課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合算が80万円以下）から第７段階（合計
所得金額が125万円未満）までの課税層の一部の方の保険料についても、第８期と同額に据え置きました。

■所得段階区分は第８期と同様の20段階設定とし、高い累進性を維持しています。

■国が定める基準所得金額の変更に伴い、第10段階から第14段階の所得段階を区分する合計所得金額を
変更し、第15段階から第20段階を区分する合計所得金額は、高所得者の累進性を高めて設定しました。

６　介護保険料と低所得の方への対応 （126～130、134～138頁）
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 　介護給付費 37,713,516 千円

 　地域支援事業費 1,016,674 千円

 　合計 38,730,189 千円

※千円未満の端数処理のため、数値が合致しないことがあります。

第２号被保険者

（40～64歳）

27.0%

第１号被保険者

（65歳以上）

23.0%

国

（20.0％＋5.0％

（※））

25.0%

東京都

12.5%

武蔵野市

12.5%

保険料

50.0％
公費

50.0％

居宅サービス費

22,325,463千円

地域密着型サービス費

2,594,363千円

施設サービス費

10,625,424千円

特定入所者介護サービス費

高額介護サービス費等

2,168,266千円

地域支援事業費

1,016,674千円

・国負担のうち、５％（※）は普通調整交付金

として、各市区町村の後期高齢者人口や所得分

布に応じた割合の金額が交付されます。

・施設サービスや地域支援事業は財源構成の負

担割合が一部異なります。

出典：地域包括ケア「見える化システム」指標D６

給付費と保険料（基準月額・実質保険料）の推移

※平成12年度～令和４年度給付費は決算額、令和５年度は当初予算額、令和６～８年度は計画値。

3,700

4,700

5,160

5,960

6,240
6,240
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3,300

3,917

4,700

5,061

5,556

6,016

6,573
6,799

7,324
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6,000

7,000

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

給付費等 保険料基準額（月額） 実質保険料額（月額）

保険料（単位：円）給付費（単位：千円）

全国
東京都

武蔵野市

千代田区

中央区 港区

新宿区

文京区

台東区

墨田区

江東区

品川区

目黒区大田区

世田谷区

渋谷区

中野区 杉並区

豊島区

北区

荒川区

板橋区

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

八王子市

立川市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市
東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市
多摩市

稲城市

羽村市 あきる野市

西東京市

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

9,000 9,500 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 13,500

施設及び居住系サービス給付月額(円)
（時点）令和４（2022）年
（出典）厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和３,４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）

東京都

在宅サービス 13,052円

施設及び居住系サービス 11,260円

在
宅
サ
�
ビ
ス
給
付
月
額(

円)

武蔵野市

在宅サービス 12,880円

施設及び居住系サービス 13,336円

全国

在宅サービス 12,391円

施設及び居住系サービス 10,930円

【図表111　給付費と保険料の推移】（130頁）

保険料基準額（月額）が変わります
第９期の介護保険料は、介護報酬改定（+1.59％）、国からの調整交付金交付割合の減少、第９期中の基

盤整備による影響、および認定者数の増加に伴う給付費の自然増などにより、保険料基準額は7,324円に
上昇します（第８期比＋1,084円）。この上昇を抑制するため、介護給付費等準備基金を９億6,248万８千
円取り崩すことにより、第１号被保険者の保険料負担分を可能な限り軽減し、6,600円としました。

【図表78　第１号被保険者１人当たり給付月額（令和４（2022)年時点）】（99頁）

【図表99　介護保険の財源構成】（118頁）

在宅サービス・施設及び居住系サービスともに全国平均を上回っています （99頁）

（126～130頁）

介護保険の財源構成 （116～118頁）

■本市は、在宅サービス、施設及び居住系サービスともに全国平均を上回る「在宅大、施設及び居住系大」の
エリアに位置します。地域包括ケアシステム推進のため在宅重視の施策を推進してきた成果とともに、これ
までの施設整備によって施設サービスが充実していることを示しています。在宅サービス、施設及び居住系
サービスともに利用が活発であることが本市の特徴です。

■第９期でも、在宅と施設のバランスに考慮しながら、多機能な中・重度要介護者向けサービスを充実して
いきます。

低所得者等への対応と所得段階 （134～136頁）

■第１段階（生活保護受給者等）から第４段階（住民税非課税世帯）の方の保険料については、国の示す公
費軽減割合以上の乗率の引下げを行い、第８期からの据え置きとし、所得の低い方の負担に配慮した保
険料設定としています。

■第５段階（住民税課税世帯で課税年金収入額と合計所得金額の合算が80万円以下）から第７段階（合計
所得金額が125万円未満）までの課税層の一部の方の保険料についても、第８期と同額に据え置きました。

■所得段階区分は第８期と同様の20段階設定とし、高い累進性を維持しています。

■国が定める基準所得金額の変更に伴い、第10段階から第14段階の所得段階を区分する合計所得金額を
変更し、第15段階から第20段階を区分する合計所得金額は、高所得者の累進性を高めて設定しました。

６　介護保険料と低所得の方への対応 （126～130、134～138頁）
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保険料を納めないでいると
●１年以上 …………

●１年６ヵ月以上……

●２年以上 …………

介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により、後で保険給付分の払
いもどしを受ける方法（償還払い）になります。*１

保険給付分の払いもどしの全部または一部の支払いが差し止められ、滞納保険料
に充てられます。

保険料未納期間に応じて一定期間、自己負担割合が３割または４割に引き上げら
れるほか、高額介護サービス費などが受けられなくなります。*２

*１:保険給付分は、介護サービス利用料の自己負担割合が１割の方は利用料の「９割」、２割の方は「８割」、３割の方は「７
割」となります(「保険給付額減額等」の給付制限で４割負担が適用されている方は、「６割」となります)。

*２:自己負担割合が１割または２割の方は「３割」、３割の方は「４割」に自己負担割合が引き上げられます。

介護保険
給付分  ９割

介護保険
給付分  ７割

自己負担分
１割

（例）

自己負担が
３割に…

あなたの介護保険料は？

❶65歳以上（第１号被保険者）の方

❷40～64歳（第２号被保険者）の方

（136 頁）

介護保険利用者負担額助成事業の継続 （137、138頁）

■本市では、独自に在宅介護の主要サービスである訪問介護等のサービスを利用されている非課税世帯に
属する方の利用料の一部を助成しています。本市の特徴として、ひとり暮らしの高齢者が多いことを背景
に、家族介護のレスパイト（介護者の負担軽減）効果の高い通所介護が全国・東京都平均額に比較して低
い反面、訪問介護は全国の1.27倍、東京都の1.04倍と高いことが挙げられます。訪問介護は、要介護高
齢者の在宅生活を支える主要なサービスになっていると考えられることから、第９期においても、「介護保
険利用者負担額助成事業」を継続し、所得の低い方の経済的負担を軽減します。

国民健康保険に加入し
ている方

同じ世帯で国民健康保険に加入している40～64歳の方全員の介護納付
金と国民健康保険税を合わせて、世帯主が納めます。

加入している医療保険者が金額を算定し、医療保険の保険料と合わせて給
与天引きなどで徴収されます。詳しい保険料の金額については、各医療保険
者にお問い合わせください。

職場の健康保険に加入
している方

事 業 名 介護保険利用者負担額助成事業

対 象 者 住民税非課税世帯に属し、介護保険料を滞納していない方

軽 減 内 容 利用者負担額10％のうち５％分

対象サービス 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（介護分のみ）、
第１号訪問事業（介護予防・日常生活支援事業）

第１段階２１,０００円
（月額１,７５０円）
第２段階２１,０００円
（月額１,７５０円）
第３段階３０,０００円
（月額２,５００円）
第４段階４６,５００円
（月額３,８７５円）
第５段階６０,０００円
（月額５,０００円）
第６段階６７,４００円

（月額およそ５,６１６円）
第７段階７８,７００円

（月額およそ６,５５８円）
第８段階９０,３００円
（月額７,５２５円）
第９段階９２,３００円

（月額およそ７,６９１円）
第10段階１０９,３００円
（月額およそ９,１０８円）
第11段階１２３,６００円
（月額１０,３００円）
第12段階１４５,８００円
（月額１２,１５０円）
第13段階１５２,１００円
（月額 １２,６７５円）
第14段階１７７,５００円
（月額およそ１４,７９１円）
第15段階１８３,８００円
（月額およそ１５,３１６円）
第16段階２２３,４００円
（月額およそ１８,６１６円）
第17段階２４７,２００円
（月額２０,６００円）
第18段階２７０,９００円
（月額２２,５７５円）
第19段階２８９,１００円
（月額およそ２４,０９１円）
第20段階３０５,０００円
（月額およそ２５,４１６円）

合計所得金額が
１２５万円未満
合計所得金額が

１２５万円以上１６０万円未満
合計所得金額が

１６０万円以上２１０万円未満
合計所得金額が

２１０万円以上３２０万円未満
合計所得金額が

３２０万円以上４２０万円未満
合計所得金額が

４２０万円以上５２０万円未満
合計所得金額が

５２０万円以上６２０万円未満
合計所得金額が

６２０万円以上７２０万円未満
合計所得金額が

７２０万円以上１,０００万円未満
合計所得金額が

１,０００万円以上２,０００万円未満
合計所得金額が

２,０００万円以上３,０００万円未満
合計所得金額が

３,０００万円以上５,０００万円未満
合計所得金額が

５,０００万円以上１億円未満
合計所得金額が
１億円以上

（※１）介護保険における「合計所得金額」とは、介護保険法
施行令上の 合計所得金額をさします。収入から公的年金控
除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、
基礎控除や人的控除等の控除する前の金額（損失の繰越控
除を受けている場合は、その適用前の金額）です。ただし、
「分離課税所得」に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特
別控除額」を差し引いた後の金額を用います。

（※２）その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的
年金等に係る雑所得金額を差し引いた金額です。また、第２
～第６段階の方については、税制改正による給与所得控除
及び公的年金控除の控除額の引き下げが影響しないよう、
調整を行った後の金額です。

●第１段階～第４段階に記載されている金額は公費による
負担軽減後の額です(軽減前は第１・２段階が34,500
円、第３段階が46,400円、第４段階が48,400円）。

●老齢福祉年金とは、国民年金が発足した昭和36年の当
時に既に高齢等であったことを理由に国民年金を受け取
ることができない方を救済するために設けられた制度で
す。

●公的年金等の収入額には、障害年金や遺族年金等の非
課税年金は含みません。

●生活保護を受給されている方は第１段階となります。

ご本人の
住民税は？

合計所得金額(※１)
によって14段階に

分かれます

老齢福祉
年金は? 公的年金等の収入額と

その他の合計所得金額(※２)
の合計は80万円より多い？

同一世帯に住民税が
課税されている人は?

なおかつ
120万円
より多い？

非課税

いない ない

ある

８０万円以下

８０万円以下

120万円以下

120万円より多い

８０万円
より多い

８０万円より多い

いる

課税

公的年金等の収入額と
その他の合計所得金額(※)
の合計は80万円より多い？

ス
タ
ー
ト
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保険料を納めないでいると
●１年以上 …………

●１年６ヵ月以上……

●２年以上 …………

介護サービス費用の全額をいったん自己負担し、申請により、後で保険給付分の払
いもどしを受ける方法（償還払い）になります。*１

保険給付分の払いもどしの全部または一部の支払いが差し止められ、滞納保険料
に充てられます。

保険料未納期間に応じて一定期間、自己負担割合が３割または４割に引き上げら
れるほか、高額介護サービス費などが受けられなくなります。*２

*１:保険給付分は、介護サービス利用料の自己負担割合が１割の方は利用料の「９割」、２割の方は「８割」、３割の方は「７
割」となります(「保険給付額減額等」の給付制限で４割負担が適用されている方は、「６割」となります)。

*２:自己負担割合が１割または２割の方は「３割」、３割の方は「４割」に自己負担割合が引き上げられます。

介護保険
給付分  ９割

介護保険
給付分  ７割

自己負担分
１割

（例）

自己負担が
３割に…

あなたの介護保険料は？

❶65歳以上（第１号被保険者）の方

❷40～64歳（第２号被保険者）の方

（136 頁）

介護保険利用者負担額助成事業の継続 （137、138頁）

■本市では、独自に在宅介護の主要サービスである訪問介護等のサービスを利用されている非課税世帯に
属する方の利用料の一部を助成しています。本市の特徴として、ひとり暮らしの高齢者が多いことを背景
に、家族介護のレスパイト（介護者の負担軽減）効果の高い通所介護が全国・東京都平均額に比較して低
い反面、訪問介護は全国の1.27倍、東京都の1.04倍と高いことが挙げられます。訪問介護は、要介護高
齢者の在宅生活を支える主要なサービスになっていると考えられることから、第９期においても、「介護保
険利用者負担額助成事業」を継続し、所得の低い方の経済的負担を軽減します。

国民健康保険に加入し
ている方

同じ世帯で国民健康保険に加入している40～64歳の方全員の介護納付
金と国民健康保険税を合わせて、世帯主が納めます。

加入している医療保険者が金額を算定し、医療保険の保険料と合わせて給
与天引きなどで徴収されます。詳しい保険料の金額については、各医療保険
者にお問い合わせください。

職場の健康保険に加入
している方

事 業 名 介護保険利用者負担額助成事業

対 象 者 住民税非課税世帯に属し、介護保険料を滞納していない方

軽 減 内 容 利用者負担額10％のうち５％分

対象サービス 訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護（介護分のみ）、
第１号訪問事業（介護予防・日常生活支援事業）

第１段階２１,０００円
（月額１,７５０円）
第２段階２１,０００円
（月額１,７５０円）
第３段階３０,０００円
（月額２,５００円）
第４段階４６,５００円
（月額３,８７５円）
第５段階６０,０００円
（月額５,０００円）
第６段階６７,４００円

（月額およそ５,６１６円）
第７段階７８,７００円

（月額およそ６,５５８円）
第８段階９０,３００円
（月額７,５２５円）
第９段階９２,３００円

（月額およそ７,６９１円）
第10段階１０９,３００円
（月額およそ９,１０８円）
第11段階１２３,６００円
（月額１０,３００円）
第12段階１４５,８００円
（月額１２,１５０円）
第13段階１５２,１００円
（月額 １２,６７５円）
第14段階１７７,５００円
（月額およそ１４,７９１円）
第15段階１８３,８００円
（月額およそ１５,３１６円）
第16段階２２３,４００円
（月額およそ１８,６１６円）
第17段階２４７,２００円
（月額２０,６００円）
第18段階２７０,９００円
（月額２２,５７５円）
第19段階２８９,１００円
（月額およそ２４,０９１円）
第20段階３０５,０００円
（月額およそ２５,４１６円）

合計所得金額が
１２５万円未満
合計所得金額が

１２５万円以上１６０万円未満
合計所得金額が

１６０万円以上２１０万円未満
合計所得金額が

２１０万円以上３２０万円未満
合計所得金額が

３２０万円以上４２０万円未満
合計所得金額が

４２０万円以上５２０万円未満
合計所得金額が

５２０万円以上６２０万円未満
合計所得金額が

６２０万円以上７２０万円未満
合計所得金額が

７２０万円以上１,０００万円未満
合計所得金額が

１,０００万円以上２,０００万円未満
合計所得金額が

２,０００万円以上３,０００万円未満
合計所得金額が

３,０００万円以上５,０００万円未満
合計所得金額が

５,０００万円以上１億円未満
合計所得金額が
１億円以上

（※１）介護保険における「合計所得金額」とは、介護保険法
施行令上の 合計所得金額をさします。収入から公的年金控
除や給与所得控除、必要経費を控除した後の金額のことで、
基礎控除や人的控除等の控除する前の金額（損失の繰越控
除を受けている場合は、その適用前の金額）です。ただし、
「分離課税所得」に係る長期譲渡所得・短期譲渡所得の特
別控除額」を差し引いた後の金額を用います。

（※２）その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的
年金等に係る雑所得金額を差し引いた金額です。また、第２
～第６段階の方については、税制改正による給与所得控除
及び公的年金控除の控除額の引き下げが影響しないよう、
調整を行った後の金額です。

●第１段階～第４段階に記載されている金額は公費による
負担軽減後の額です(軽減前は第１・２段階が34,500
円、第３段階が46,400円、第４段階が48,400円）。

●老齢福祉年金とは、国民年金が発足した昭和36年の当
時に既に高齢等であったことを理由に国民年金を受け取
ることができない方を救済するために設けられた制度で
す。

●公的年金等の収入額には、障害年金や遺族年金等の非
課税年金は含みません。

●生活保護を受給されている方は第１段階となります。

ご本人の
住民税は？

合計所得金額(※１)
によって14段階に

分かれます

老齢福祉
年金は? 公的年金等の収入額と

その他の合計所得金額(※２)
の合計は80万円より多い？

同一世帯に住民税が
課税されている人は?

なおかつ
120万円
より多い？

非課税

いない ない

ある

８０万円以下

８０万円以下

120万円以下

120万円より多い

８０万円
より多い

８０万円より多い

いる

課税

公的年金等の収入額と
その他の合計所得金額(※)
の合計は80万円より多い？
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〈担当地区〉
関前全域
境全域
桜堤全域

〈担当地区〉
市内全域

〈担当地区〉
吉祥寺北町全域

〈担当地区〉
吉祥寺東町全域
吉祥寺南町全域
御殿山１丁目

〈担当地区〉
吉祥寺本町全域
御殿山２丁目

〈担当地区〉
境南町全域

武蔵境駅 三鷹駅

吉祥寺駅

桜堤

境

境南町

関町
中町西久保

八幡町
緑
町

市役所

吉祥寺北町

吉祥寺
東町

吉祥寺
南町

吉祥寺本町

御殿山

〈担当地区〉
中町全域
西久保全域
緑町全域
八幡町全域

❶

❷

❸
❹❺

❻

❼

高齢者が安心して住み慣れた地域で生活を続けられるよう、地域に根ざした総合相談窓口として、
  在宅介護・地域包括支援センター   を設置しています。高齢者に関するお悩みやお困りごとは、お住まいの
地域の在宅介護・地域包括支援センターへご相談ください。

相談窓口

※❸高齢者総合センターは大規模改修工事のため、令和６年７月中旬から令和７年７月中旬まで仮設施設（中町２丁目15番14号）に移転予定です

武蔵野市健康福祉部高齢者支援課
〒180-8777　武蔵野市緑町２-２-28
ＦＡＸ：0422-51-9218
e-mail：SEC-KOUREI@city.musashino.lg.jp

市の高齢者サービスに関すること 相談支援係
高齢者福祉及び介護保険制度に関すること 相談窓口内　容

問い
合わせ

電話番号

要介護（要支援）認定に関すること 介護認定係

介護保険係

上記以外に関すること 管　理　係

介護保険料、介護保険サービス
利用料等に関すること

介護保険サービスの利用や
サービス提供事業者に関すること

介護保険係
（介護サービス担当）

TEL：60-1846

TEL：60-1866

TEL：60-1845

TEL：60-1940

TEL：60-1925

施設名称

❶ゆとりえ
在宅介護・地域包括支援センター
（社会福祉法人 武蔵野）

吉祥寺南町４丁目25番５号
TEL：0422-72-0313

吉祥寺本町４丁目20番13号
TEL：0422-23-1213

緑町２丁目４番１号
TEL：0422-51-1974

吉祥寺北町２丁目９番２号
TEL：0422-20-0847

桜堤１丁目９番９号
TEL：0422-36-5133

境南町１丁目26番１号
TEL：0422-32-3155

緑町２丁目２番28号（市役所内）
TEL：0422-60-1947

❷吉祥寺本町
在宅介護・地域包括支援センター
（特定非営利活動法人 日本アビリティーズ協会）

❸高齢者総合センター
在宅介護・地域包括支援センター
（公益財団法人 武蔵野市福祉公社）

❹吉祥寺ナーシングホーム
在宅介護・地域包括支援センター
（社会福祉法人 至誠学舎東京）

❺桜堤ケアハウス
在宅介護・地域包括支援センター
（社会祉福法人 武蔵野）

❻武蔵野赤十字
在宅介護・地域包括支援センター
（日本赤十字社 東京都支部）

❼武蔵野市
地域包括支援センター
（基幹型）

住所・電話番号 受付時間
•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は「特別養護老人ホームゆとりえ」に転送され
電話相談になります。

•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は携帯電話に転送され電話相談になります。

•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は携帯電話に転送され電話相談になります。

•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は「特別養護老人ホーム吉祥寺ナーシング
ホーム」に転送され電話相談になリます。
•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は「特別養護老人ホームゆとりえ」に転送され
電話相談になります。

•月曜日～土曜日
•午前８時30分～午後５時15分
上記時間外は携帯電話に転送され電話相談になります。

•月曜日～金曜日
•午前８時30分～午後５時
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令和６（2024）年３月
武蔵野市

武蔵野市
高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画

概要版

令和６（2024）年度～令和８（2026）年度

地域包括ケアの
推進・強化に向けて

まちぐるみの支え合い


